
農地を貸し借りされるみなさんへ

（注）

地 目 

田

畑

賃  借  権

使用貸借（無償）

合　　計

３８％

件　　数

５６５　筆

３５０　筆

９１５　筆

※　利用権設定の種別割合

割　　合

６２％

種　　別

最高額（１０アール当り） 最低額（１０アール当り）

１５，０００　円 １，０００ 円

３０，０００　円 ３４２　円

６，１８０　円 　　３２　　筆

※　平成２６年１月から１２月までの利用権設定された賃借料の平均値です。 
※　データ数は、集計に用いた筆数です。物納支給（例：米○○㎏）としている場合は、
　　 データから除外しています。
※　一年間の利用権設定（賃借権）の地目別最高額、最低額は次のとおりです。

　１４５　　筆

畑

東伯地区 ６，８４８　円 　　９０　　筆

赤碕地区 ５，３７８　円 　　４２　　筆

山間地

田

東伯地区 ８，９６０　円 　１６３　　筆

赤碕地区 ８，３２０　円 　　４７　　筆

山間地 ６，３５３　円

　　たものです。利用権設定の際に参考にしてください。 

　　　　　　１０アール当り

区　分 地　区 平　均　値 データ数

平成 ２７ 年 ３ 月 作成

琴浦町実勢賃借料情報
琴浦町農業委員会

　　　平成２６年１月から１２月までの利用権設定された賃借料を地域の農地区分ごとにまとめ 


